
                                                                            
 

参考 １ 

 

「大阪市次世代育成支援行動計画（後期計画）」（平成22～26年度）の概要 

「次世代育成支援行動計画（後期計画）」とは 
○平成 15年 7月に制定された「次世代育成支援対策推進法」に基づく 5年を１期とする行動計

画。急速な少子化の進行等をふまえ、次代の社会を担うこどもが健やかに生まれ、かつ、育成

される環境の整備を図る。 

○本市では、平成17年3月に「大阪市次世代育成支援行動計画（前期計画）」（平成17～21年

度）を策定した。 

○平成 20年 12月に「次世代育成支援対策推進法」が一部改正され、平成 21年 3月に「行動計

画策定指針」が改正された。仕事と生活の調和の実現の視点や社会的養護体制の整備の推進な

どが追加され、PDCAサイクルの確立の重要性が示されている。 

○本市でも、平成 20年度に子育て世帯や若者を対象に実施したニーズ調査の結果もふまえなが

ら、平成22年3月に後期計画（平成22～26年度）を策定し、包括的な視野から総合的な次世

代育成支援施策を推進する。 

 策定の背景 

H15～ 

次世代育成支援 

対策推進法 

大阪市次世代育成支援行動計画 
〔前期計画〕（H17～21年度） 

Ｈ20一部改正 

次世代育成支援 

対策推進法 

Ｈ20～ 

新たな「青少年 

育成施策大綱」 

Ｈ21～ 

子ども・若者 

育成支援推進法 

大阪市次世代育成支援行動計画 

〔後期計画〕(Ｈ22～26年度) 

包括的な視野から 

総合的な次世代育成 

支援施策を推進 

大阪市児童育成 

計画（Ｈ10～17） 

大阪市青少年育成

計画（Ｈ4～17） 

国の新待機児童ゼロ 
作戦の趣旨をふまえた

「保育計画」を含む 

国の「健やか親子21」

（H13～26）の趣旨を 

ふまえ推進 

策定体制 
  
大阪市次世代育成支援対策推進会議 
 ○学識経験者、次世代育成支援に関する団体の代表者、市民代表等の外部委員で構成 

大阪市次世代育成支援施策推進本部会議 
 ○こども青少年局及び関係局の部長級以上の職員で構成する庁内組織 
 ○推進本部会議に関係局課長級の職員で構成するプロジェクト会議を設置し、全庁的な調

整や課題整理、方針案の作成などを行う 

PDCAサイクルの確立 
 ○計画を実効あるものとするため、指標や目標を設定し、施策の進捗状況の把握及び基本理

念の達成に向けた効果検証を行い、計画の見直しや施策の改善、充実を図る。 
 ○毎年度、取組みの進捗管理を行うとともに、計画期間の中間年において、指標や目標の達

成状況を把握し、必要な見直しを行う。 

 
 

基本理念 計画体系 

施策の４つの基本方向 

めざすべき目標像 

はぐくみ指標 

基本施策 

施策目標 

個別の取組み 

 目標 

○基本理念の実現に向け、４つの施策の基

本方向ごとに設定する「めざすべき目標

像」を共有しながら、それぞれの施策を

推進する。 

○「めざすべき目標像」の達成状況を数値

でわかりやすく示すものとして「はぐく

み指標」を設定する。 

○基本理念の実現には、行政だけでなく市

民や関係機関、企業等と共に取り組んで

いくことが不可欠であることから、「は

ぐくみ指標」は、広く市民に向けて、行

政施策がめざすべき目標像とその達成状

況をわかりやすく示し、社会全体で目標

像の実現をめざす。  

めざすべき目標像とはぐくみ指標 

計画の位置づけ 
 ○総合計画に基づき、「元気な大阪」をめざす政策推進ビジョンをふまえ施策を推進する。 
 ○関連分野の計画と整合性を図り、次世代育成支援の視点から重点化した施策を推進する。 

 
総合計画 

 
次世代育成支援行動計画 

「元気な大阪」をめざす 
政策推進ビジョン 

○次世代育成支援の基礎となる施策を中心

に策定 
○関連する他の計画については、次世代育

成支援の視点から重点化した施策を位置

づけ、相互に補完・連携 

男女協働参画

基本計画 教育振興基本

計画（仮称） 

地域福祉計画 

障害者支援計画 
障害福祉計画 

ひとり親家庭等 
自立促進計画 雇用施策推進 

プラン 

健康増進計画 
(すこやか大阪21) 
食育推進計画 

ひとにやさしい

まちづくり 

安全なまちづ

くり基本計画 

その他、関連 
分野の計画 

計画の位置づけ 



 

 

次代の大阪を担うす

べてのこどもたちが、

安全で安心な環境の

中で育ち、豊かな心を

はぐくみながら、個性

や創造性を発揮し、い

きいきと自立して生

きる社会 

 
 
こどもを生み育てる

ことに安心と喜びを

感じることのできる

社会 

市民と協働し、 
社会全体で実現 

 
こども・青少年の 
「生きる力」を育成

します 

安心してこどもを

生み、育てられるよ

う支援する仕組み

を充実します 

こども・青少年や子

育て家庭のセーフ

ティネットを確立

します 

こども・青少年や子

育て家庭が安全・安

心で快適に暮らせ

るまちづくりを進

めます 

 
（１）社会の中で自立して生きる基盤となる力の育成 
 

（２）次代を担い、生涯をいきいきと生きる力の育成 

  

  
１役割意識を醸成し、貢献意欲

を発揮する社会参画の機会

を充実します 

２興味や才能を広げ、社会や仲

間とつながる機会を充実し

ます 

３個性や創造性を生かした専

門分野の知識や技能を高め

る学習機会を充実します 

 

４勤労観・職業観を醸成し、自

らの進路を選択・決定する

力を育成します 

５社会的自立や職業的自立を

支援する仕組みを充実しま

す 

６社会人の能力アップや再挑

戦を支援する環境を充実し

ます 

１乳幼児期からの生き

る力の基礎を着実に

育成します 

２健康や体力を維持増

進する力を育成しま

す 

３社会で共に生きてい

く力を育成します 

 

４学習意欲を高め確か

な学力を向上します 

５成長の糧となる多様

な体験や学習ができ

る機会を充実します 

６家庭、学校、地域の

連携により教育環境

を充実します 

 
（１）安心してこどもを生むこ

とができる仕組みの充実 

１妊娠中や出産時期のこども

と親の健康を守る仕組みを

充実します 

２妊娠中や出産時期からの子

育て支援を充実します 

３思春期のこどもの健康を守

る取組みを充実します 

（２）身近な地域における子育て家庭への支援の充実 

１こどもの健康や安全を

守る仕組みを充実しま

す 

２子育て不安を軽減し安

心して子育てできる取

組みを充実します 

３ひとり親家庭への支援

を充実します 

４障害のあるこどもと家

庭への支援を充実しま

す 

５長期にわたり療養を必

要とするこどもと家庭

への支援を充実します 

（３）多様なライフスタイルで子

育てできる仕組みの充実 

１仕事と出産・子育てを共に

選択できる仕組みを充実し

ます 

２子育てしながら社会参画に

再チャレンジできる取組み

を充実します 

 
（１）こどもや青少年が抱える課題を解決する仕組み

の充実 

１問題行動の未然防止、

早期発見のための仕組

みを充実します 

２犯罪の被害からこども

や青少年を守る取組み

を充実します 

３不登校等の問題に適切

に対応する仕組みを充

実します 

４社会的自立に困難を抱

える若者を支援する取

組みを充実します 

（２）虐待の被害からこどもや青

少年を守る仕組みの充実 

 
１児童虐待の発生を予防する

取組みを充実します 

２児童虐待を早期に発見し、

適切に対応する仕組みを充

実します 

３虐待を受けたこどもや青少

年への支援の仕組みを充実

します 

（３）保護を要するこどもや青

少年の養育環境の充実 

 
１社会的養護の仕組みを充

実します 

２家庭の養育機能に対する

支援を充実します 

３社会的自立を支援する仕

組みを充実します 

 
（１）こども・青少年や子育て家庭

にとって快適な生活環境の整備 

１子育て家庭が暮らしやすい住

宅・住環境づくりを推進します 

２妊産婦や子育て家庭などが安心

して外出できるまちづくりを

推進します 

３こどもや青少年の成長や子育て

における都市魅力を高めます 

（２）こども・青少年や子育て家庭の安全・安

心な暮らしの確保 

１事故のない安全・安

心なまちづくりを

推進します 

２犯罪を抑止する安

全・安心なまちづく

りを推進します 

３日常生活を脅かす

危機事象から健康

を守る体制づくり

を推進します 

４災害時の被害を最

小限にとどめる体

制づくりを推進し

ます 

（３）こども・青少年や子育て家庭

を支援する地域づくりの推進 

１地域で取り組む活動の効果的な

推進を支援します 

２仕事と生活の調和の実現に向け

た取組みを推進します 

３協働の取組みを社会全体に広げ

る仕組みづくりを推進します 

基本理念 施策の方向 施策目標 

●施策目標 


